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川崎市立井田病院が新たに災害拠点病院に指定されました

市立井田病院は、大規模災害時の医療救護活動の拠点となる災害拠点病院として、神

奈川県から指定を受けました。井田病院は、洪水浸水・土砂災害想定地域外に位置して

おり、近年頻発する台風などの風水害時においても役割を果たしてまいります。

１ 指定病院  川崎市立井田病院（川崎市中原区井田２－２７－１）

２ 指定年月日  令和４年７月１日（金）

３ 災害拠点病院について

  災害拠点病院は、災害時に多発する重篤救急患者の救命医療を行うための高度の診

療機能、被災地からの受入れ及び搬出を行う広域搬送への対応機能、災害派遣医療チ

ーム（ＤＭＡＴ）等の受入れ及び派遣機能等を有する病院です。

市内の災害拠点病院・災害協力病院

川崎市立多摩病院 

(災害拠点病院) 

帝京大学医学部附属溝口病院 

(災害拠点病院) 

日本医科大学武蔵小杉病院 

(災害拠点病院) 

関東労災病院 

(災害拠点病院) 
聖マリアンナ医科大学病院 

(災害拠点病院) 

総合高津中央病院 

(災害協力病院) 

新百合ケ丘総合病院 

(災害協力病院) 

宮川病院 

(災害協力病院) 
川崎市立井田病院

(災害拠点病院) 

川崎市立川崎病院 

(災害拠点病院) 

麻生総合病院 

(災害協力病院) 

川崎幸病院 

(災害協力病院) 

日本鋼管病院 

(災害協力病院) 

川崎協同病院 

(災害協力病院) 

太田総合病院 

(災害協力病院) 


